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7. IBC/MPCの計画の目的及び内容 

7.1 目 的 

本施設は、組織委員会が施設所有者である株式会社東京ビッグサイトより、東京ビッグサイト

の一部を一時的に借り受け、東京2020大会時のIBC（International Broadcast Centre：国際放送

センター）、MPC（Main Press Centre：メインプレスセンター）として必要な仮設施設の整備を

行うものである。 

 

7.2 内 容 

7.2.1 位 置 

評価書の対象となる本事業を実施する範囲（以下「計画地」という。）の位置は、図7.2-1及

び写真7.2-1に示すとおり、IBCは東京都江東区有明三丁目10番、MPCは東京都江東区有明三丁目

11番にあり、IBC及びMPCを合わせた敷地面積は約387,000m2である。 

 

7.2.2 地域の概況 

計画地は、東京都が策定した７番目の副都心である臨海副都心の臨海副都心有明南地区地区

計画に位置づけられている。臨海副都心は、「水に親しめる緑豊かなまち」「多様で豊かな都市

生活のまち」「環境にやさしく魅力あるまち」「安全で災害に強いまち」を基本目標1としており、

有明南地区は人・物・情報が行き交う国際情報交流の拠点として国際展示場が配置されるエリ

アとなっている。また、計画地が位置する東京ビッグサイトは、国内最大となる約11.6万m2（建

設中の南展示棟を含む）の総展示面積を有する展示会場として、平成８年の開業以来、長年に

わたり我が国の展示会産業の発展、及び展示会開催を通じた産業振興を牽引してきた。 

計画地北西にはシンボルプロムナード公園を軸として、東京ファッションタウンをはじめと

した商業・オフィスビル、企業ミユージアム、宿泊施設、深川消防署有明分署等があり、にぎ

わいのある市街地を形成している。計画地北には基幹的広域防災拠点に位置づけられた東京臨

海広域防災公園とがん研有明病院があり、災害時には首都圏広域防災のヘッドクォーターとし

ての活用が想定されている。計画地南東は、民間企業の倉庫・工場等を中心としたエリアにな

っている。また、計画地の南に隣接した位置には株式会社ゆりかもめ、西に隣接した位置には

有明西ふ頭公園がある。 

平成30年５月１日現在の江東区の人口は約52万人であり、世帯数は約27万世帯である。2 

昼間人口は約61万人であり、就労者など昼間に流入する人口(昼間人口)が夜間人口を上回っ

ており、東京都江東区有明三丁目においては昼間人口が夜間人口に比べて非常に高い地域とな

っている。3 

また、産業別事業所数及び従業者数でみると、江東区では卸売業、小売業の事業所が約5千

事業所、従業者数が約7万人と最も多く、東京都江東区有明三丁目においては宿泊業、飲食サ

ービス業の事業所が63事業所、サービス業の従業者数が約4千人となっている。4 

                             
1
出典：「臨海副都心まちづくりガイドライン－再改定－」（平成19年２月 東京都） 
2
出典：「江東区の世帯と人口（住民基本台帳による）」（平成30年５月22日参照 江東区ホームページ） 

http://www.city.koto.lg.jp/060305/kuse/profile/shokai/documents/20180501.pdf 
3
出典：「平成27年 東京都の昼間人口」（平成30年５月22日参照 東京都ホームページ） 

http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tyukanj/2015/tj-15index.htm 
4
出典：「平成26年経済センサス-基礎調査」（平成30年５月22日参照 総務省ホームページ） 

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001072573 
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7.2.3 事業の基本計画 

大会時の配置計画のイメージ図は、図 7.2-2 に示すとおりである。IBC は既存の東展示棟 A棟・

B 棟及び東新展示棟、MPC は既存の会議棟及び西展示棟に配置する計画であり、既存施設の内装

を改修し、諸室を設置する計画である。バスターミナルを東周辺地区に整備するほか、関係者の

駐車場を東周辺地区及び北周辺地区に合計約 1,000 台整備する計画である。 

また、敷地内のオープンスペースにプレハブ、テント及びユニットハウス等の仮設施設を配置

するほか、東展示棟及び東新展示棟の周囲には、仮設発電機、受変電設備、空調機置場等となる

設備架台を設置する計画である。 

主な仮設施設である設備架台の概要は、表 7.2-1 に、断面図は、図 7.2-3(1)～(5)に示すとお

りである。 

表7.2-1 主な仮設施設（設備架台）の概要（予定） 

項 目 

A 設備架台 

B 設備架台 

F 設備架台 

C 設備架台 D 設備架台 
E 設備架台 

G 設備架台 
H 設備架台 

幅 76.0m 66.0m 90.0m 76.0m 35.0m 

奥 行 9.0m 9.0m 9.0m 9.0m 9.0m 

最 高 高 さ 19.5m 19.5m 20.0m 13.55m 20.0m 

階 数 地上３階 地上３階 地上３階 地上２階 地上３階 

構 造 鉄骨造 鉄骨造 鉄骨造 鉄骨造 鉄骨造 

注)上記の仮設施設は、建築基準法に基づく基準を満足する計画である。 
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図 7.2-3(1) 断面図（A 設備架台、B 設備架台、F 設備架台） 

 

 

図 7.2-3(2) 断面図（C 設備架台） 

 

 

図 7.2-3(3) 断面図（D 設備架台） 

 

 

図 7.2-3(4) 断面図（E 設備架台、G 設備架台） 

 

 

図 7.2-3(5) 断面図（H 設備架台） 
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7.2.4 施工計画 

以下の施工計画（工事工程、施工方法の概要、工事用車両、建設機械）については、現時点

での予定であり、今後、変更がありうる。 

(1) 工事工程 

東京 2020 大会前の仮設施設整備については、平成 31 年に着工し、平成 32 年６月までを見込

む計画である。また、東京 2020 大会後の仮設施設の解体工事は、大会後から平成 32 年 11 月ま

での３か月を見込む計画である。 

工事工程は、表 7.2-2 に示すとおりである。 

表 7.2-2 工事工程（予定） 

既存改修工事

設備架台工事

その他仮設工事

解体工事

既存改修工事

その他仮設工事

解体工事

6 12 18工種/工事月

IBC整備

MPC整備

24

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

 

注)大会前の点線の工事工程は、先行工事（電源等のインフラ整備）を示す。 

 

(2) 施工方法の概要（予定） 

1) IBC 整備 

ア．既存改修工事 

既存の東展示棟A棟・B棟及び東新展示棟の内装改修や設備・電気工事を行う。 

イ．設備架台工事 

設備架台の直接基礎工事、鉄骨組立、設備・電気工事を行うほか、受変電設備、配線、

盤等の設置や空調機器、換気設備、ダクト等の設置を行う。また、設備架台上部に避雷針の

設置を行う予定である。 

ウ．その他仮設工事 

その他の仮設施設として、プレハブ、テントの設置及びセキュリティフェンスの設置等を

行うほか、バスターミナル整備として、バースの設置や区画線工事を行う。 

エ．解体工事 

仮設施設を撤去し、既存施設の内装等の原状回復を行う。 

2) MPC 整備 

ア．既存改修工事 

既存の会議棟及び西展示棟の内装改修や設備・電気工事を行う。 

イ．その他仮設工事 

その他の仮設施設として、プレハブ、テント、ユニットハウス及びセキュリティフェンス

の設置等を行う。 

ウ．解体工事 

仮設施設を撤去し、既存施設の内装等の原状回復を行う。 
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(3) 工事用車両 

工事用車両の主な走行ルートは、図 7.2-4 に示すとおりである。 

工事用車両の走行に伴う沿道環境への影響を極力小さくするため、工事用車両は、主に首都高

速湾岸線及び一般国道 357 号（湾岸道路）を利用する計画とし、都道 484 号豊洲有明線、臨海道

路青海・有明南連絡線を通り、計画地へ出入場する計画である。 

工事用車両台数のピークは、東京 2020 大会前については、IBC/MPC 工事着工後６か月目（先行

工事を含む）であり、工事用車両台数は、ピーク日において大型車 82 台/日、小型車 260 台/日、

合計 342 台/日を予定している。また、計画地に近接する有明アリーナ、有明体操競技場及び有

明テニスの森（有明コロシアム改修工事を含む）整備に伴う工事用車両との合計台数のピークは、

IBC/MPC 工事着工後６か月目（先行工事を含む）であり、工事用車両台数は、ピーク日において

大型車 333 台/日、小型車 442 台/日、合計 775 台/日を予定している。東京 2020 大会後について

は、IBC/MPC 工事着工後 21 か月目であり、工事用車両台数は、ピーク日において大型車 118 台/

日、小型車 424 台/日、合計 542 台/日を予定している（資料編 p.1 参照）。 

 

(4) 建設機械 

各工種において使用する主な建設機械は、表 7.2-3 に示すとおりである。 

工事に使用する建設機械は、周辺環境への影響に配慮して、排出ガス対策型建設機械（第２次

基準値以上）及び低騒音型の建設機械を積極的に採用するとともに、不要なアイドリングの防止

に努める等、排出ガスの削減及び騒音の低減に努める計画である。 

表7.2-3 主な建設機械（予定） 

工 種 主な建設機械 

既存改修工事 ラフタークレーン 

設備架台工事 ラフタークレーン、バックホウ 

その他仮設工事 ラフタークレーン、バックホウ、アスファルトフィニッシャ 

解体工事 ラフタークレーン、バックホウ（解体仕様） 

注)建設機械の種類等は今後変更の可能性がある。 

 

(5) 工事中の廃棄物処理計画 

建設工事に伴い発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律

第 137 号）、資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第 48 号）、建設工事に係る資

材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）等に基づき、再生利用可能な廃棄物に

ついては積極的に再資源化に努め、再生利用が困難なものについては適切な処理を行う計画であ

る。 

なお、大会後の仮設施設の解体工事については、仮設施設の資材等を可能な限り再利用する計

画を検討中である。 
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7.2.5 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

(1) 環境保全に関する計画 

本事業にかかわる主な環境保全に関する上位計画としては、「東京都環境基本計画」、「東京都

自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画」、「江東区環境基本計画」がある。

環境保全に関する計画等への配慮事項は、表 7.2-4 に示すとおりである。 

表7.2-4 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

東京都環境基本計
画 

(平成28年３月) 

・「世界一の環境先進都市・東京」の実現 
◆３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な

資源利用」の推進 
◆快適な大気環境、良質な土壌と水循環
の確保 

・規制速度を遵守する計画である。 
・工事用車両の走行ルートは、沿道環境への

配慮のため、沿道に住居等が比較的存在し
ない湾岸道路等を極力利用する計画とす
る。 

東京都自動車排出
窒素酸化物及び自
動車排出粒子状物
質総量削減計画 

(平成25年７月)  

・低公害・低燃費車の普及促進、エコドラ
イブの普及促進、交通量対策、交通流対
策、局地汚染対策の推進等 

・規制速度を遵守する計画である。 
・工事用車両の走行ルートは、沿道環境への

配慮のため、沿道に住居等が比較的存在し
ない湾岸道路等を極力利用する計画とす
る。 

・工事用車両の走行ルートは、有明北地区の
他の会場等の建設も踏まえ、交通渋滞によ
る影響を軽減するため、沿道に住居等が比
較的存在しない湾岸道路等を極力利用す
る計画とする。 

江東区環境基本計
画 

(平成27年３月) 

本計画では、施策の体系として、以下の
6つの柱を示している。 
・地球温暖化・エネルギー対策の推進～

KOTO 低炭素プラン～ 
・循環型社会の形成 
・自然との共生 
・環境に配慮した快適なまちづくりの推進 
・安全・安心な生活環境の確保 
・環境教育及びパートナーシップの推進 

・工事用車両の走行ルートは、有明北地区の
他の会場等の建設も踏まえ、交通渋滞によ
る影響を軽減するため、沿道に住居等が比
較的存在しない湾岸道路等を極力利用す
る計画とする。 

 

(2) 持続可能性に配慮した運営計画 

組織委員会は、東京 2020 大会における持続可能性への配慮を最大化し、大会開催が持続可能

な開発に貢献するため、持続可能性に配慮した運営計画を策定した。 

持続可能性に配慮した運営計画での取組事項は、表 7.2-5 に示すとおりである。 

表7.2-5 持続可能性に配慮した運営計画での取組事項 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で取り組む事項 

持続可能性に配慮
した運営計画第二
版 
（平成30年６月） 

・東京2020大会の持続可能性コンセプト 
Be better, together 
より良い未来へ、ともに進もう。 
◆気候変動 
◆資源循環 
◆大気・水・緑・生物多様性等 

・規制速度を遵守する計画である。 
・工事用車両の走行ルートは、沿道環境への

配慮のため、沿道に住居等が比較的存在し
ない湾岸道路等を極力利用する計画とす
る。 

 

7.3 IBC/MPCの計画の策定に至った経過 

立候補ファイル時点では、IBCを東京ビッグサイトの東展示棟及び西展示棟に配置し、MPCを西

展示場棟南側に増築して配置する計画としていた。また、会議棟については、IBC及びMPC共用エ

リアとして使用し、東展示棟の一部については、レスリング、フェンシング、テコンドーの競技

会場を配置する予定であった。 

その後、会場計画の再検討の結果として、レスリング、フェンシング、テコンドーの競技会場

を東京ビッグサイトから幕張メッセに変更するとともに、IBCについては、東展示棟及び東新展示

棟に集約して配置することとした。また、MPCについては、IBCの配置変更に伴って余裕が生じた

会議棟と西展示棟に配置することとした。 


